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宮内庁管理部管理課 

環境省皇居外苑管理事務所 

 

 

   令和５年春季皇居乾通り一般公開における皇居外苑内の取材について 

 

 標記について、３月２５日（土）から４月２日（日）まで実施する令和５年春季皇居乾

通り一般公開における皇居外苑内の取材については、下記のとおり行うこととしますので、

お知らせいたします。 

 

記 

 

・令和５年春季皇居乾通り一般公開期間中、皇居外苑内の内堀通りより皇居側の区域（別

紙参照）で取材を行う際は、環境省皇居外苑管理事務所への申請は必要ありません。

ただし、皇居外苑内の内堀通りより東京駅側の区域で取材を行う際は、通常通り環境

省皇居外苑管理事務所へ事前に申請する必要がありますので、ご留意願います。 

 

・取材の関係者は５名以内とし、自社腕章を着用してください。 

 

・取材は参入者の往来や利用の妨げにならない方法で行ってください。 

 

・皇居外苑内に報道関係車両を駐車することはできません。 

 

・取材で出たごみは各自でお持ち帰りください。 

 

・その他、取材に当たって宮内庁係員または警察官より指示があった場合は速やかに指

示に従ってください。 

 

 

【問い合わせ先】 

 ＜行事に関すること＞ 

  宮内庁管理部管理課企画係 

  ０３－３２１３－１１１１（内線３９５７） 

 ＜皇居外苑に関すること＞ 

  環境省皇居外苑管理事務所庶務科 

０３－３２１３－００９５ 



別紙 

宮内庁庁舎 

乾 門 

北桔橋門
きたはねばしもん

 

平川門 

大手門 

本 丸 

地下鉄 竹橋駅 

宮 殿 

二の丸雑木林 

二の丸庭園 

平川濠 

乾濠 
清水濠 

桔梗濠 
蛤濠 

蓮
池
濠 

下道灌濠 

富士見櫓 

富士見多聞 

三の丸尚蔵館 

桃華楽堂 

楽部庁舎 

書陵部庁舎 

地下鉄 大手町駅 

地下鉄 二重橋前駅 

地下鉄 日比谷駅 

地下鉄 

桜田門駅 

入場口 

３月２５日(土)から４月２日(日)まで， 

内堀通りより皇居側の区域で取材する際には，

環境省皇居外苑管理事務所への申請は不要と 

いたしますが，撮影可能エリアは の 

とおりとします。 

それ以外の皇居外苑区域での取材の場合は，申

請が必要となります。 

 ※参入者レーン内での撮影はできません。 

皇居乾通り一般公開における皇居外苑での取材について 

坂下門 


